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議  案  名  

 

損害賠償の額を定め、和解することについて  

 

 

１  提案理由  

  物損事故による損害賠償の額を定め、和解したいので、地方自治法第

９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、この案を提出するも

のである。  

 

２  損害賠償額等  

 (1) 損害賠償額  

   金３，０００，２０４円  

   上記金額の内訳  

  ア  下屋根養生         ８８，０００円  

  イ  下屋根等復旧工事   ２，８６４，３８９円  

  ウ  休業損害          ４７，８１５円  

 (2) 過失割合  

   市  １００％   相手方  ０％  

 

３  支払方法  

  損害賠償金３，０００，２０４円は、市の施設所有管理賠償保険契約

先である東京海上日動火災保険株式会社が支払う。  


